
「
広
が
る
３
市
１
町
の
輪

〜
阪
神
北
部
３
市
１
町
の
連

携
と
可
能
性
〜
」

平
成
13
年
11
月
23
日
（
祝
）

の
午
後
１
時
〜
４
時
。
ソ
リ

オ
ホ
ー
ル
（
宝
塚
市
）。
参
加

者
数
約
3
0
0
人
。

日
時　
・　
場
所
な

第
１
部
「
広
域
連
携
に
つ

い
て
」
、
第
２
部
「
３
市
１

町
の
都
市
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル

（
潜
在
的
可
能
性
）
に
つ
い

て
」
の
２
部
構
成
で
実
施
し

ま
し
た
。

第
１
部
で
は
、
３
市
１
町

の
首
長
に
よ
り
、
阪
神
北
部

広
域
行
政
研
究
会
に
よ
る
広

域
連
携
の
取
り
組
み
の
成
果

や
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
報

告
と
意
見
交
換
を
行
い
ま
し

た
。第

２
部
で
は
、
有
識
者
に

よ
り
、
歴
史
、
文
化
、
産
業
、

生
活
者
の
観
点
か
ら
、
３
市

１
町
が
都
市
と
し
て
潜
在
的

に
秘
め
て
い
る
発
展
の
可
能

性
に
つ
い
て
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
い
ま
し

た
。
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に

京
都
橘
女
子
大
学
文
化
政
策

学
部
教
授
の
端
信
行
さ
ん
、

パ
ネ
リ
ス
ト
に
㈱
ア
リ
ー
テ

代
表
取
締
役
の
松
浦
一
枝
さ

ん
、
金
井
重
要
工
業
㈱
取
締

役
社
長
の
金
井
宏
実
さ
ん
、

関
西
学
院
大
学
商
学
部
教
授

の
山
本
昭
二
さ
ん
、
園
田
学

園
女
子
大
学
国
際
文
化
学
部

教
授
の
田
辺
眞
人
さ
ん
を
迎

え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
、

３
市
１
町
を
一
つ
の
地
域
と

し
て
み
た
と
き
の
発
展
の
可

能
性
に
つ
い
て
討
議
し
ま
し

た
。・

行
政
と
市
民
が
一
緒
に

や
る
部
分
を
作
り
上
げ
る
べ

き
。
市
民
研
究
会
を
並
行
さ

せ
て
も
よ
い
。

・
行
政
が
地
縁
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ビ
ジ

ネ
ス
を
う
ま
く
活
用
す
れ

ば
、
市
民
・
団
体
・
企
業
と

の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
よ

る
ま
ち
づ
く
り
の
仕
組
み
が

で
き
上
が
る
。

・
3
市
1
町
の
地
域
ビ
ジ

ョ
ン
を
明
確
に
し
た
う
え

で
、
世
界
に
通
用
す
る
人
材

を
育
成
し
、
個
人
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
と
社
会
の
目
的

を
共
生
さ
せ
る
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
に

ま
ち
づ
く
り
に
協
力
し
て
も

ら
う
。

・
優
秀
な
人
材
を
地
域
に

と
ど
め
る
こ
と
、
市
民
が
中

心
に
な
っ
て
地
域
の
価
値
観

ブ
ラ
ン
ド

を
作
り
出
す
こ

と
が
重
要
な
地
域
戦
略
で
あ

る
。・

３
市
１
町
が
ま
と
ま
れ

ば
自
然
景
観
、
歴
史
文
化
の

蓄
積
、
情
報
発
信
に
お
け
る

イ
ン
パ
ク
ト
が
大
き
く
な

る
。

広
域
市
町
村
の
連
携
に
は
次

の
よ
う
な
形
態
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
を
さ
ら
に
推
し
進
め
て
、

複
数
の
市
町
村
が
一
つ
に
な
る

方
法
が
市
町
村
合
併
で
す
。

○
一
部
事
務
組
合

協
議
に
よ
り
規
約
を
定
め
、

事
務
の
一
部
を
共
同
で
処
理
し

ま
す
。

例
・
豊
中
市
伊
丹
市
ク
リ
ー
ン

ラ
ン
ド
（
伊
丹
市
、
豊
中
市
）

・
猪
名
川
上
流
広
域
ご
み
処

理
施
設
組
合
（
川
西
市
、
猪
名

川
町
ほ
か
）

・
丹
波
少
年
自
然
の
家
事
務

組
合

（
伊
丹
市
、
宝
塚
市
、
川

西
市
、
猪
名
川
町
ほ
か
）

○
広
域
連
合

一
部
事
務
組
合
に
準
じ
た
制

度
で
す
が
、
国
や
都
道
府
県
か

ら
直
接
権
限
の
移
譲
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
な
ど
主
体
性
、

民
主
的
統
制
の
部
分
が
強
化
さ

れ
た
地
方
分
権
型
の
組
合
で
す
。

例
・
く
す
の
き
広
域
連
合

介
護

保
険
…
守
口
市
、
門
真
市
、
四

條
畷
市

・
松
本
広
域
連
合
（
消
防
…

松
本
市
、
塩
尻
市
な
ど
２
市
４

町
13
村
）

○
地
方
自
治

法
に
基
づ
く

協
議
会

協
議
に
よ

り
規
約
を
定

め
、
事
務
の

一
部
を
共
同

し
て
管
理
執

行
、
連
絡
調

整
、
広
域
的

な
計
画
の
策

定
等
を
行
い

ま
す
。
法
人

で
は
な
い
た

め
、
施
設
建

設
等
の
ハ
ー

ド
事
業
を
行

う
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

例
・
阪
神
広
域
行
政
圏
協
議
会

（
伊
丹
市
、
宝
塚
市
、

川
西
市
、
猪
名
川
町
ほ
か
）

・
オ
ー
パ
ス
協
議
会
（
公
共

施
設
予
約
シ
ス
テ
ム
…
大
阪
府

と
豊
中
市
、
茨
木
市
な
ど
13
市

町
）

○
機
関
の
共
同
設
置

協
議
に
よ
り
規
約
を
定
め
、

執
行
機
関
、

附
属
機
関

又
は
職
員

の
一
部
を

共
同
で
設

置
し
ま
す
。

○
事
務
の

委
託協

議

に

よ
り
規
約

を

定

め

、

事
務
の
一

部
の
管
理

お
よ
び
執

行
を
他
の

地
方
公
共

団
体
に
委

託
し
ま
す
。

○
事
実
上

の
方
式

協
議
会
や
公
益
法
人
を
共
同

で
設
置
し
た
り
、
相
互
に
私
法

上
の
協
定
を
締
結
す
る
な
ど
し

て
協
力
・
連
携
を
進
め
ま
す
。

・
埼
玉
県
東
南
部
都
市
連
絡

調
整
会
議
（
草
加
市
、
越
谷
市

な
ど
５
市
１
町
）

○
市
町
村
合
併

い
く
つ
か
の
市
町
村
が
一
つ

に
な
る
こ
と
で
、
新
設
合
併
と

編
入
合
併
と
い
う
形
態
が
あ
り

ま
す
。

昭
和
40
年
施
行
の
合
併
特
例

法
の
下
で
約
1
5
0
件
の
合
併

が
あ
り
ま
し
た
（
う
ち
複
数
市

の
新
設
合
併
は
11
件
）。

国
は
、
地
方
分
権
や
財
政
改

革
の
一
環
と
し
て
、
市
町
村
合

併
の
支
援
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
合
併
特
例
法
を
改
正
し
、

合
併
後
10
年
間
は
今
ま
で
の
普

通
交
付
税
を
保
障
す
る
こ
と
や

地
方
債
発
行
の
特
例
な
ど
の
財

政
的
優
遇
制
度
、
住
民
発
議
制

度
の
新
設
な
ど
、
支
援
策
を
強

化
し
て
い
ま
す
。

例
・
さ
い
た
ま
市
（
浦
和
市
、

大
宮
市
、
与
野
市
）

・
西
東
京
市
（
田
無
市
、
保

谷
市
）

・
篠
山
市
（
篠
山
町
、
丹
南

町
、
今
田
町
、
西
紀
町
）

広 域 行 政 特 集

阪神北部広域行政研究会の活動状況は、各市町のホームページでもご覧いただけます。
詳しくは、http://www.town.inagawa.hyogo.jp をご覧ください。

�

阪神北部広域行政研究会は、３年の事業期間の中間段階で、
研究会主催のフォーラムを開催して、これまでの取り組み状況の報告と、
それを踏まえた将来の３市１町のあり方について住民を交え討議しました。

広域行政には
どんな形態が

あるのでしょうか？

テ
ー
マ

内
容

パ　
ネ　
リ　
ス　
ト　
の　

主
な
意
見
内

容

△ウォーキングホリデー（14年5月26日）

△有識者によるパネルディスカッション


